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及お
い
か
わ川　

正ま
さ
や也

（
毎
日
新
聞
専
門
編
集
委
員
）

「
違
法
」相
次
ぐ
ト
ラ
ン
プ
政
策

不
法
移
民
、対
外
支
援
、留
学
生

連
邦
最
高
裁
に
不
信
根
強
い
世
論

　

ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
政
策
に
対
す
る
司
法
の
「
違
法
」
判
断
が
相

次
い
で
い
る
。
就
任
前
か
ら
法
廷
闘
争
を
主
戦
場
に
位
置
付
け
て
い

た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
と
っ
て
訴
訟
合
戦
は
織
り
込
み
済
み
と
は
い

え
、
連
邦
地
裁
か
ら
連
邦
最
高
裁
ま
で
次
々
と
「
ノ
ー
」
を
突
き
付

け
ら
れ
る
状
況
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ト
ラ
ン

プ
氏
が
意
に
沿
わ
な
い
判
事
を
中
傷
し
、
保
守
派
ぞ
ろ
い
の
連
邦
最

高
裁
が
反
論
す
る
な
ど
、
党
派
を
超
え
た
対
立
構
図
が
鮮
明
に
な
っ

て
い
る
。

早
く
も
3
0
0
件
の
訴
訟

　

米
訴
訟
専
門
調
査
団
体
「
ロ
ー
フ
ェ
ア
（Law

fare

）」
に
よ
る
と
、

就
任
か
ら
約
5
カ
月
と
な
る
6
月
17
日
ま
で
に
、
大
統
領
令
な
ど
を

巡
っ
て
政
権
側
に
起
こ
さ
れ
た
訴
訟
は
、3
0
0
件
に
上
る
と
い
う
。

一
方
、
米
紙
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
政
策
執
行
が

差
し
止
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
少
な
く
と
も
1
8
9
件
に
達
す
る
と
い

う
。
新
た
な
訴
訟
は
日
々
増
え
続
け
、
連
邦
最
高
裁
が
一
時
的
な
判

第２期トランプ政権

定点
観測
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断
を
示
す
ケ
ー
ス
も
出
て
い
る
。
す
べ
て
の
訴
訟
を
追
う
の
は
、
至

難
の
業
で
、「
訴
訟
王
」
と
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
氏
も
す
べ
て
に
は
目

を
通
せ
な
い
だ
ろ
う
。

　

差
し
止
め
ら
れ
た
中
で
主
な
事
件
を
拾
っ
て
み
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
地
裁
は
5
月
9
日
、
ト
ラ
ン
プ
氏

肝
い
り
で
創
設
さ
れ
た
「
政
府
効
率
化
省
」
が
進
め
る
政
府
職
員
の

大
量
解
雇
に
つ
い
て
、
約
20
の
政
府
機
関
で
の
解
雇
の
2
週
間
差
し

止
め
と
対
象
職
員
の
復
職
を
命
令
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
す
る
ト
ラ

ン
プ
政
権
側
の
上
訴
を
受
け
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
高
裁
も
5

月
30
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
異
議
申
し
立
て
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
政
権
側
は
連
邦
最
高
裁
に
上
訴
し
た
。

　

6
月
5
日
に
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ボ
ス
ト
ン
連
邦
地
裁

が
、
米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
よ
う
と
す
る
学
生
や
研
究
者
の

入
国
を
制
限
し
、
在
学
中
の
留
学
生
な
ど
の
ビ
ザ
に
つ
い
て
も
取
り

消
し
の
検
討
を
指
示
し
た
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
文
書
に
つ
い
て
、
大
学

側
の
申
し
立
て
を
受
け
て
文
書
の
効
力
を
一
時
差
し
止
め
る
決
定
を

下
し
た
。
6
月
17
日
に
は
差
し
止
め
を
さ
ら
に
延
長
し
、
審
理
を
続

け
て
い
る
。
こ
の
間
、外
国
人
学
生
や
研
究
者
の
入
国
は
可
能
だ
が
、

最
終
的
な
司
法
判
断
が
出
る
ま
で
、
日
本
人
を
含
む
外
国
人
学
生
ら

は
不
安
定
な
状
況
が
続
く
。

　

6
月
16
日
に
は
ボ
ス
ト
ン
連
邦
地
裁
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
米
国

立
衛
生
研
究
所
（
N
I
H
）
の
多
様
性
・
公
平
性
・
包
括
性
（
D
E
I
）

に
関
連
し
た
研
究
へ
の
10
億
㌦
超
の
助
成
金
を
打
ち
切
っ
た
こ
と
は

首都ワシントンで開催された米陸軍創設250周年を記念する軍事パレードに出席した
トランプ大統領＝2025年6月14日、ホワイトハウスのFlickrから
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「
無
効
か
つ
違
法
だ
」
と
し
て
差
し
止
め
る
判
決
を
出
し
た
。
判
決

で
は
、「
米
国
の
性
的
少
数
者
（
L
B
G
T
な
ど
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
対
す
る
差
別
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
も
認
め
ら
れ

な
い
」
と
し
て
い
る
。
米
国
公
衆
衛
生
協
会
と
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
州
な
ど
16
州
が
提
訴
し
て
い
る
。

州
兵
動
員
の
大
統
領
命
令
が
物
議

　

多
く
の
訴
訟
は
審
理
継
続
中
だ
が
、
地
裁
の
判
決
を
高
裁
が
停
止

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
「
無
法
状
態
に
対
処
す
る
」。
米
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
レ
ビ
ッ
ト
報

道
官
は
6
月
7
日
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
、
移
民
・

税
関
捜
査
局
（
I
C
E
）
に
よ
る
不
法
移
民
の
一
斉
検
挙
を
発
端
に

広
が
っ
た
市
民
ら
の
抗
議
デ
モ
に
対
し
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
州
兵

2
0
0
0
人
（
後
日
、
2
0
0
0
人
を
追
加
し
、
計
4
0
0
0
人
に
）

を
現
地
に
派
遣
す
る
大
統
領
覚
書
に
署
名
し
た
と
発
表
し
た
。
市
郊

外
の
路
上
で
車
が
放
火
さ
れ
た
り
、
催
涙
弾
が
飛
び
交
っ
た
り
す
る

な
ど
、
デ
モ
隊
と
治
安
当
局
が
激
し
く
衝
突
し
た
事
態
を
踏
ま
え
た

も
の
だ
っ
た
。

　

州
兵
は
通
常
は
州
知
事
の
指
揮
下
に
あ
る
が
、
大
統
領
に
は
「
連

邦
政
府
へ
の
反
乱
」
な
ど
非
常
時
に
州
兵
を
直
接
動
か
す
権
限
が
あ

る
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
今
回
の
抗
議
デ
モ
を
「
連
邦
政
府
へ
の
反
乱
」

と
位
置
付
け
て
州
兵
派
遣
を
正
当
化
し
た
。
た
だ
し
、
派
遣
を
命
じ

ら
れ
た
の
は
地
元
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
州
兵
だ
。
ニ
ュ
ー
サ
ム
州

地裁・高裁の命令で差し止められたケース
事案 連邦地裁 結果 連邦高裁

政
府
職
員
の

大
量
解
雇

5
月
9
日

トランプ政権が進める政府職
員の大量解雇を差し止め、復
職させるようサンフランシス
コ連邦地裁が命じる

政権敗訴 ➡
5
月
30
日

サンフランシスコ連邦高裁
がトランプ政権の異議を認
めず、地裁判断を支持

留
学
生
の
入
国
制
限

6
月
5
日

トランプ政権がハーバード大
学に留学しようとしている学
生や研究者の入国を制限し、
在外中の留学生のビザを取り
消し検討を指示する文書の効
力をマサチューセッツ州の連
邦地裁が一時差し止め（6月
17日に差し止め延長）

政権敗訴

D
E
I
研
究
補
助
金

6
月
16
日

トランプ政権が米国立衛生研
究所（NIH）の多様性・公平性・
包括性（DEI）研究への助成
金を打ち切りは「無効かつ違
法」としてマサチューセッツ
州の連邦地裁が差し止め

政権敗訴
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知
事
（
民
主
党
）
は
政
府
の
介
入
は
不
要
だ
と
し
、「（
州
兵
の
派
遣

は
）
誤
っ
た
任
務
で
あ
り
、
市
民
の
信
頼
を
損
な
う
。
意
図
的
な
扇

動
で
、
緊
張
を
高
め
る
だ
け
だ
」
と
反
発
し
、
効
力
を
差
し
止
め
る

訴
訟
を
起
こ
す
意
向
を
示
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
今
度
は
米
軍
を
指
揮
す
る
ヘ
グ
セ
ス
国
防
長
官
が

X
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
へ
の
投
稿
で
「
暴
力
行
為
が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、

海
兵
隊
を
投
入
す
る
」
と
の
考
え
を
示
し
、対
立
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
。

ト
ラ
ン
プ
氏
は
8
日
未
明
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
「
扇
動
者
や

厄
介
者
ら
に
よ
る
急
進
左
翼
の
抗
議
は
容
認
さ
れ
な
い
」と
主
張
し
、

「
今
後
は
抗
議
活
動
で
覆
面
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
警
告
。

さ
ら
に
、ト
ラ
ン
プ
氏
は
国
防
総
省
の
「
海
兵
隊
派
遣
」
を
支
持
し
、

こ
れ
を
受
け
て
ヘ
グ
セ
ス
氏
が
7
0
0
人
の
海
兵
隊
派
遣
を
命
じ
る

に
至
っ
た
。

「
連
邦
V
S
州
」
の
対
立
鮮
明
に

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
内
は
騒
然
と
す
る
。
市
中
心
部
に
あ
る
連
邦
ビ

ル
前
で
は
9
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
不
法
移
民
対
策
に
反
発
す
る
市

民
が
多
数
集
ま
っ
た
。「
国
外
退
去
処
分
を
や
め
ろ
」「
I
C
E
を
廃

止
せ
よ
」
な
ど
と
書
か
れ
た
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
た
抗
議
行
動
を
展

開
し
、
移
民
の
出
身
地
と
し
て
多
い
メ
キ
シ
コ
の
赤
白
緑
の
国
旗
を

掲
げ
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
人
の
姿
も
見
ら
れ
た
。
す
で
に
配
置
さ
れ
た

数
百
人
の
州
兵
は
連
邦
ビ
ル
の
出
入
り
口
な
ど
の
ガ
ー
ド
に
当
た

り
、
デ
モ
隊
と
に
ら
み
合
い
と
な
り
、
状
況
は
緊
迫
し
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
州
兵
動
員
は
、
法
的
な
論
争
を
呼
ん
だ
。
州
知

事
の
指
揮
下
に
あ
る
州
兵
を
、
大
統
領
が
独
断
で
国
内
の
治
安
維
持

に
当
た
ら
せ
る
の
は
異
例
だ
。
米
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
州
知
事
の

許
可
な
し
に
連
邦
政
府
が
動
員
し
た
の
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が

南
部
ア
ラ
バ
マ
州
で
発
動
し
た
1
9
6
5
年
3
月
以
来
、
60
年
ぶ
り

だ
。
こ
の
と
き
は
、
黒
人
運
動
家
ら
の
公
民
権
デ
モ
に
対
し
て
警
察

官
ら
が
暴
行
を
加
え
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
、
公
民
権
運
動
に
批
判

的
な
州
知
事
の
許
可
な
く
動
員
し
た
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。

　

管
轄
す
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
地
裁
は
6
月
12
日
、
知
事
の

要
請
な
く
州
兵
を
動
員
し
た
の
は
違
法
だ
と
し
て
提
訴
し
た
州
側
の

主
張
を
認
め
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
対
し
、
州
兵
の
指
揮
権
を
ニ
ュ
ー
サ

ム
知
事
に
戻
す
よ
う
命
じ
た
。
ブ
レ
イ
ヤ
ー
判
事
は
こ
の
日
の
決
定

で
、「
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
抗
議
デ
モ
は
『
反
乱
』
に
は
遠
く
及
ば
な
い
」

と
の
見
解
を
示
し
、「
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
警
備
隊
を
違
法
に
配
備

し
、
権
限
を
逸
脱
し
て
い
る
」
と
認
定
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
側
は

こ
れ
を
不
服
と
し
て
即
時
抗
告
し
た
。

大
統
領
権
限
容
認
か

　

こ
れ
を
受
け
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
高
裁
は
地
裁
の
命
令

を
一
時
差
し
止
め
、
審
理
を
始
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
連
邦
高
裁

の
構
成
は
判
事
3
人
で
、
こ
の
う
ち
2
人
は
ト
ラ
ン
プ
氏
が
1
期
目

に
指
名
し
た
保
守
派
、
1
人
は
バ
イ
デ
ン
前
大
統
領
が
指
名
し
た
リ

ベ
ラ
ル
派
の
構
成
だ
。
6
月
17
日
に
開
か
れ
た
審
理
で
は
、
ト
ラ
ン
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プ
氏
が
主
張
す
る
指
揮
権
を
州
知
事
に
戻
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い

て
連
邦
政
府
側
か
ら
司
法
省
の
弁
護
人
と
、
州
側
の
弁
護
人
が
弁
論

を
行
っ
た
。

　

米
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
連
邦
政
府
側
は
「
大
統
領
に
は
州
兵
部

隊
を
招
集
す
る
権
限
が
あ
り
、
裁
判
所
は
ト
ラ
ン
プ
氏
の
決
定
を
審

査
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
」
と
主
張
し
た
。
一
方
、
州
側
は
「
連

邦
政
府
に
よ
る
州
兵
派
遣
の
決
定
は
ニ
ュ
ー
サ
ム
知
事
に
伝
え
ら
れ

て
い
な
い
」
と
主
張
し
、「
地
裁
の
判
断
を
支
持
し
な
い
こ
と
は
、

州
の
主
権
を
守
り
、
政
治
的
な
抗
議
の
権
利
を
守
る
と
い
う
憲
法
の

伝
統
に
背
く
こ
と
に
な
る
」
と
反
論
し
た
。
ニ
ュ
ー
サ
ム
知
事
は
声

明
で
「
常
識
が
勝
つ
と
確
信
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

A
P
通
信
に
よ
る
と
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
判
事
は
通
常
、
州
側
の
主

張
を
容
認
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
の
日
の
審
理
で
は
、
連
邦
最
高

裁
は
伝
統
的
に
大
統
領
に
幅
広
い
裁
量
を
認
め
て
き
た
経
過
を
指
摘

し
、
州
側
が
主
張
す
る
「
大
統
領
の
権
限
逸
脱
」
の
点
で
争
う
姿
勢

を
示
し
た
と
い
う
。
高
裁
は
6
月
19
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
州

兵
派
遣
は
「
違
法
で
は
な
い
」
と
の
判
断
を
下
し
、
州
兵
の
指
揮
権

を
大
統
領
が
維
持
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
関
税
の
「
相
互
貿
易
」
も
判
断
割
れ

　

地
裁
判
決
と
高
裁
判
断
が
異
な
る
ケ
ー
ス
は
他
に
も
あ
る
。
ト
ラ

ン
プ
氏
の
目
玉
政
策
で
あ
る
高
関
税
政
策
の
「
相
互
関
税
」
を
巡
る

司
法
判
断
だ
。
貿
易
に
関
す
る
紛
争
を
専
門
に
扱
う
米
国
際
貿
易
裁

判
所
は
5
月
28
日
、「
違
法
で
無
効
」
と
判
断
し
、
差
し
止
め
を
命

じ
る
決
定
を
下
し
た
。「
違
法
」
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
ト
ラ
ン
プ

氏
が
安
全
保
障
上
の
脅
威
に
対
処
す
る
権
限
を
定
め
た
国
際
緊
急
経

済
権
限
法
（
I
E
E
P
A
）
に
基
づ
い
て
高
関
税
措
置
を
発
動
し
た

こ
と
だ
。
判
決
は
、「
世
界
的
な
報
復
関
税
は
、
大
統
領
権
限
を
超

え
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

　

政
権
側
は
上
訴
し
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
連
邦
高
裁
は
翌
5
月
29

日
、
国
際
貿
易
裁
判
所
の
決
定
を
一
時
停
止
す
る
判
断
を
下
し
た
。

6
月
10
日
に
は
高
裁
で
審
理
を
継
続
し
て
い
る
間
は
「
相
互
関
税
」

の
効
力
を
認
め
る
判
断
を
下
し
た
。
た
だ
し
、
相
互
関
税
に
関
す
る

合
法
性
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
裁
は
、
こ
の

訴
訟
に
は
「
例
外
的
な
重
要
性
」
が
あ
る
と
し
、
判
事
3
人
に
よ
る

通
常
の
審
理
で
は
な
く
、
11
人
の
合
議
体
に
よ
る
審
理
と
す
る
異
例

の
措
置
を
取
り
、
弁
論
を
7
月
31
日
に
開
く
こ
と
を
決
め
た
。

　

大
統
領
命
令
に
よ
る
州
兵
の
動
員
も
、
世
界
を
相
手
に
す
る
「
相

互
関
税
」
も
、
そ
の
重
要
性
は
極
め
て
高
い
。
高
裁
の
判
断
に
か
か

わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
ま
で
上
訴
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
州
兵
の
動
員
に
関
し
て
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
地
裁
は

ト
ラ
ン
プ
氏
が
別
に
指
示
し
た
米
海
兵
隊
の
派
遣
に
つ
い
て
は
判
断

を
示
し
て
い
な
い
。
米
軍
は
外
敵
か
ら
自
国
民
を
守
る
た
め
に
海
外

で
活
動
す
る
こ
と
を
主
任
務
と
し
て
い
る
。
高
関
税
政
策
は
他
に
も

自
動
車
や
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
法
廷
闘

争
は
長
期
化
す
る
だ
ろ
う
。
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「
場
外
バ
ト
ル
」
も
激
化

　
「
ト
ラ
ン
プ
政
権
v
s
司
法
」
の
バ
ト
ル
は
、
法
廷
を
超
え
て
場

外
乱
闘
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
敵
性
外
国
人
法
を
適
用
し
て
エ
ル

サ
ル
バ
ド
ル
へ
の
国
外
追
放
を
決
定
し
た
こ
と
に
「
待
っ
た
」
を
か

け
た
ワ
シ
ン
ト
ン
連
邦
地
裁
に
対
し
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
自
身
の

S
N
S
ト
ゥ
ル
ー
ス
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
へ
の
投
稿
で
猛
烈
に
批
判
し
た
。

内
容
は
中
傷
ま
が
い
だ
。
決
定
を
下
し
た
ボ
ア
ズ
バ
ー
グ
判
事
に
対

し
、「
頭
の
お
か
し
い
過
激
な
左
派
」
で
「
問
題
を
起
こ
す
扇
動
者
」

な
ど
と
中
傷
し
、「
弾
劾
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
訴
え
、騒
ぎ
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
反
論
し
た
の
が
、
連
邦
最
高
裁
の
ロ
バ
ー
ツ
長
官
だ
。
異

例
の
声
明
を
発
表
し
、「
2
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、
司
法
判
断
に
関

す
る
見
解
の
相
違
に
対
応
す
る
う
え
で
、（
判
事
へ
の
）
弾
劾
は
適

切
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
そ

の
た
め
に
、
上
訴
の
手
続
き
が
あ
る
」
と
し
た
。
ボ
ア
ズ
バ
ー
グ
判

事
は
、外
国
人
を
移
送
中
の
航
空
機
の
引
き
返
し
を
命
じ
た
も
の
の
、

ト
ラ
ン
プ
氏
は
従
わ
ず
、
批
判
を
浴
び
た
。
大
統
領
に
ク
ギ
を
刺
す

最
高
裁
長
官
の
声
明
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
司
法
の
対
立
を
改
め
て

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

「
ト
ラ
ン
プ
べ
っ
た
り
」
で
は
な
い
保
守
派

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
を
巡
る
法
廷
闘
争
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
連

邦
最
高
裁
だ
。
長
官
を
含
め
て
9
人
の
判
事
は
終
身
制
で
、
欠
員
が

地裁と高裁の判断が異なる主なケース
事案 連邦地裁 結果 連邦高裁 結果

相
互
関
税

5
月
28
日

トランプ政権の国際緊
急経済権限法（IEEPA）
を使った高関税政策を
国際貿易裁判所が「違
法で無効」として差し
止め命令

政権敗訴 × 5
月
29
日

トランプ政権側の即時抗
告を受けて、連邦巡回高
裁が国際貿易裁判所の命
令を一時差し止め

執行継続

州
兵
動
員

6
月
9
日

トランプ政権がロサン
ゼルスでの抗議デモの
対応にカリフォルニア
州兵を動員したことに
ついて、カリフォルニ
ア州の連邦地裁が「違
法」とし、知事に指揮
権を戻すよう命令

政権敗訴 × 6
月
10
日

トランプ政権側の即時抗
告を受けて、カリフォル
ニア州の連邦高裁が地裁
の命令を一時差し止め

執行継続
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生
じ
る
と
時
の
大
統
領
が
指
名
す
る
。
判
事
ら
も
支
持
政
党
を
明
確

に
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
の
た
め
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

関
わ
ら
ず
、
政
治
的
な
性
格
が
帯
び
る
の
は
必
然
だ
。
現
在
の
判
事

も
、
保
守
派
6
人
の
う
ち
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
1
期
目
に
指
名
し
た
判

事
が
3
人
を
占
め
る
。
い
き
お
い
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
有
利
な
判
決
が

言
い
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
に
陥
り
が
ち
だ
が
、

そ
う
と
は
限
ら
な
い
。

　

連
邦
最
高
裁
の
判
事
は
、
構
成
人
数
か
ら
「
ザ
・
ナ
イ
ン
」
と
呼

ば
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
単
な
る
数
字
を
言
い
表
し
て
い
る
だ
け

で
は
な
い
。
法
と
正
義
を
つ
か
さ
ど
る
「
最
高
の
9
人
」
と
い
う
敬

意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
保
守
や
リ
ベ
ラ
ル
の
思
想
を

持
ち
な
が
ら
も
、
指
名
す
る
大
統
領
で
は
な
く
法
に
の
み
従
う
と
誓

う
憲
法
の
番
人
で
あ
る
。
中
立
性
を
守
る
姿
勢
の
一
端
は
、例
え
ば
、

三
権
の
メ
ン
バ
ー
が
連
邦
議
事
堂
に
集
う
大
統
領
の
一
般
教
書
演
説

の
と
き
に
見
て
と
れ
る
。
大
統
領
に
拍
手
を
送
る
場
面
で
も
黙
し
て

座
し
た
ま
ま
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
な
価
値
観
に
関
わ
る
問
題
で
党
派
性
が
際
立

つ
ケ
ー
ス
は
あ
る
。
あ
と
で
見
る
が
、
2
0
2
2
年
の
人
工
妊
娠
中

絶
訴
訟
で
リ
ベ
ラ
ル
派
優
位
だ
っ
た
と
き
の
過
去
の
判
決
を
保
守
派

優
位
の
現
最
高
裁
が
覆
し
た
例
は
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
第

2
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
な
っ
て
実
施
し
た
政
策
で
合
憲
性
が
問
わ
れ

た
二
つ
の
裁
判
は
、
と
も
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
「
敗
訴
」
の
憂
き
目

に
あ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
社
会
的
な
価
値
観
と
い
う
よ
り
も
、
法

律
の
解
釈
や
実
務
的
な
問
題
に
関
わ
る
も
の
だ
。

カ
ギ
握
る
バ
レ
ッ
ト
判
事

　

一
つ
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
米
国
の
対
外
援
助
機
関
・
国
際
開
発

局
（
U
S
A
I
D
）
に
よ
る
海
外
援
助
へ
の
資
金
拠
出
を
一
時
的
に

凍
結
し
た
こ
と
を
巡
り
、
複
数
の
非
営
利
団
体
（
N
P
O
）
が
起
こ

し
て
い
た
裁
判
だ
。
連
邦
最
高
裁
は
原
告
の
訴
え
を
認
め
、
す
で
に

完
了
し
た
事
業
の
費
用
約
20
億
㌦
（
約
3
0
0
0
億
円
）
を
支
払
う

よ
う
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
命
じ
た
。
判
決
は
ロ
バ
ー
ツ
長
官
と
バ
レ
ッ

ト
判
事
の
保
守
派
2
人
が
判
決
支
持
に
回
り
、
賛
成
5
、
反
対
4
と

超
党
派
の
決
定
だ
っ
た
。
米
メ
デ
ィ
ア
は
司
法
が
監
視
機
能
を
果
た

そ
う
と
す
る
表
れ
だ
と
伝
え
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
1
7
9
8
年
の
戦
時
法
「
敵
性

外
国
人
法
」
に
基
づ
い
て
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
人
ら
を
強
制
送
還
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
対
し
、
差
し
止
め
を
命
令
し
た
こ
と
だ
。
ト
ラ
ン
プ
政

権
が
事
前
通
告
な
ど
適
切
な
法
的
手
続
き
を
経
ず
に
移
民
を
強
制
送

還
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
問
題
視
し
た
と
い
う
。
こ
の
命
令
は
、

賛
成
7
、
反
対
2
で
決
定
さ
れ
た
。
移
民
に
寛
容
な
リ
ベ
ラ
ル
派
3

人
に
、
保
守
派
か
ら
先
の
2
人
と
ゴ
ー
サ
ッ
チ
、
カ
バ
ノ
ー
両
判
事

が
加
わ
っ
た
。
両
氏
と
バ
レ
ッ
ト
氏
は
ト
ラ
ン
プ
氏
が
1
期
目
に
指

名
し
た
判
事
だ
。

　

両
裁
判
で
リ
ベ
ラ
ル
派
に
加
わ
っ
た
2
人
の
う
ち
、
ロ
バ
ー
ツ
長

官
は
穏
健
派
で
知
ら
れ
る
。
一
方
、
バ
レ
ッ
ト
氏
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
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ト
ラ
ン
プ
政
権
の
政
策
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
断

事
案

判
決
内
容

結
果

賛
成

反
対

対 外 支 援 凍 結

3月
5日

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
国
際
開
発
局

（
U
SA
ID
）
に
よ
る
対
外
援
助
凍
結

の
う
ち
既
に
契
約
済
み
の
支
出
を
予

定
通
り
実
施
す
る
よ
う
命
じ
る

政
権
敗
訴

不 法 移 民 の 送 還

4月
19
日

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
戦
時
の
敵
性

外
国
人
法
を
使
っ
た
一
部
不
法
移
民

の
国
外
追
放
を
一
時
差
し
止
め
る
よ

う
命
じ
る

政
権
敗
訴

出 生 地 主 義

6月
下
旬

予
定

米
国
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
ほ
ぼ
無

条
件
で
米
国
籍
を
与
え
る
「
出
生
地

主
義
」
を
大
幅
に
制
限
す
る
大
統
領

令
を
め
ぐ
る
訴
訟

ー
ー

ー
ー

ー
ー

※
6月
17
日
現
在
。
敬
称
略
。
写
真
は
米
連
邦
最
高
裁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

リ
ベ
ラ
ル
派

ソ
ト
メ
イ
ヤ
ー

ソ
ト
メ
イ
ヤ
ー

ロ
バ
ー
ツ

ロ
バ
ー
ツ

ト
ー
マ
ス

ト
ー
マ
ス

カ
バ
ノ
ー

カ
バ
ノ
ー

ケ
ー
ガ
ン

ケ
ー
ガ
ン

バ
レ
ッ
ト

バ
レ
ッ
ト

ア
リ
ー
ト

ア
リ
ー
ト

ジ
ャ
ク
ソ
ン

ジ
ャ
ク
ソ
ン

ゴ
ー
サ
ッ
チ

ゴ
ー
サ
ッ
チ

保
守
派

保
守
派
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徒
で
、
出
身
大
学
も
主
流
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
や
エ
ー
ル
大
学
な
ど

の
東
部
ア
イ
ビ
ー
リ
ー
グ
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
大
学
だ
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
宗
教
右
派
と
の
親
和
性
が
強

い
が
、
社
会
的
な
価
値
観
の
問
題
を
離
れ
る
と
党
派
を
超
え
て
現
実

的
な
対
応
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、ト
ー
マ
ス
、ア
リ
ー

ト
両
判
事
は
ト
ラ
ン
プ
氏
と
親
和
性
の
あ
る
保
守
強
硬
派
だ
と
み
て

い
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
5
月
19
日
に
は
、
南
米
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
か
ら
の
不
法
移
民
約

35
万
人
の
滞
在
許
可
を
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
取
り
消
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
当
面
容
認
す
る
判
断
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
連
邦
地
裁
が
取
り
消
し
を
違
憲
と
し
て
差
し
止
め
た
命

令
を
一
時
的
に
停
止
す
る
も
の
で
、
政
策
の
是
非
に
つ
い
て
は
判
断

し
て
い
な
い
。判
事
に
よ
る
賛
否
の
内
容
も
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、

リ
ベ
ラ
ル
派
3
人
の
う
ち
2
人
が
反
対
意
見
書
を
出
し
て
い
る
。

「
ザ
・
ナ
イ
ン
」
の
良
識

　

過
去
を
振
り
返
れ
ば
、
重
要
な
判
決
で
は
む
し
ろ
党
派
性
は
抑
制

さ
れ
て
き
た
。
1
7
8
9
年
に
設
立
さ
れ
た
当
初
は
黒
人
や
女
性
に

対
す
る
不
公
平
な
権
利
を
容
認
し
、
社
会
に
根
付
く
偏
見
を
反
映
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
市
民
の
権
利
よ
り
も
企
業
や
エ
リ
ー
ト
層
の
利

益
を
擁
護
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

1
9
5
0
年
代
以
降
、
人
種
差
別
や
男
女
差
別
を
是
正
す
る
方
向
に

動
き
、
市
民
権
と
自
由
を
擁
護
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
と
と
も

に
平
等
の
概
念
も
変
化
し
、
最
近
で
は
同
性
婚
な
ど
少
数
派
の
幅
広

い
権
利
を
認
め
る
傾
向
に
も
あ
っ
た
。

　

中
で
も
有
名
な
判
決
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。
黒
人
差
別
の
是

正
で
画
期
的
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
分
離
す
る
が
平
等
」
の

原
則
を
覆
し
た
1
9
5
4
年
の
判
決
（
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
）
だ
。
カ
ン

ザ
ス
州
が
認
め
て
い
た
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
措
置
を
「
不

平
等
だ
」
と
し
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
判
決
が

全
会
一
致
だ
っ
た
こ
と
だ
。
是
正
に
積
極
的
な
長
官
が
主
導
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
人
種
差
別
撤
廃
の
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
社

会
情
勢
の
変
化
を
反
映
し
た
か
た
ち
だ
っ
た
。

　

公
民
権
に
関
し
て
同
じ
く
全
会
一
致
だ
っ
た
の
が
、
異
人
種
間
の

結
婚
を
禁
止
し
た
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
を
違
憲
と
し
た
1
9
6
7
年
の

判
決
だ
。
当
時
、
米
国
で
は
多
く
の
州
で
白
人
と
黒
人
の
異
人
種
間

結
婚
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、合
法
な
州
で
結
婚
し
、地
元
に
戻
る
ケ
ー

ス
が
多
か
っ
た
が
、
逮
捕
者
が
出
る
に
至
っ
て
異
人
種
間
結
婚
を
容

認
す
る
世
論
が
高
ま
っ
た
。
判
決
で
は
「
憲
法
の
も
と
で
は
、
他
民

族
と
結
婚
す
る
自
由
も
、
結
婚
し
な
い
自
由
も
個
人
に
あ
り
、
国
家

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

女
性
の
権
利
で
有
名
な
の
は
、
妊
娠
中
絶
を
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
」
と
し
て
認
め
た
1
9
7
3
年
の
「
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
」
判
決

だ
。
中
絶
を
全
面
禁
止
し
て
い
る
テ
キ
サ
ス
州
法
の
合
憲
性
が
問
わ

れ
た
が
、
判
決
は
7
対
2
で
違
憲
を
支
持
し
た
。
当
時
の
構
成
は
保

守
派
4
人
、
リ
ベ
ラ
ル
派
5
人
だ
っ
た
が
、
保
守
派
3
人
が
違
憲
支
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持
に
回
り
、
リ
ベ
ラ
ル
派

1
人
が
不
支
持
に
回
る
相

互
乗
り
入
れ
が
あ
っ
た
。

中
絶
反
対
派
は
共
和
党
右

派
に
多
い
一
方
、
女
性
の

権
利
を
重
視
す
る
共
和
党

穏
健
派
も
お
り
、
党
派
で

は
割
り
切
れ
な
い
状
況
を

浮
き
彫
り
に
し
た
。

　

最
近
で
は
、
2
0
1
5

年
に
同
性
婚
を
合
法
化
し

た
判
決
が
記
憶
に
新
し

い
。
結
婚
を「
男
女
一
対
」

と
す
る
結
婚
防
衛
法
（
連

邦
法
）
に
対
し
、
平
等
の

権
利
に
反
す
る
と
違
憲
判

断
を
下
し
た
。
賛
否
は
5

対
4
に
分
か
れ
た
。
当
時

は
保
守
派
4
人
、
リ
ベ
ラ

ル
派
4
人
、穏
健
派
1
人
。

穏
健
派
の
ケ
ネ
デ
ィ
判
事

は
共
和
党
の
レ
ー
ガ
ン
大

統
領
に
指
名
さ
れ
た
が
、

後
に
中
道
寄
り
に
ス
タ
ン
ス
を
変
え
た
。
カ
ギ
を
握
っ
た
ケ
ネ
デ
ィ

氏
が
同
性
婚
を
容
認
し
流
れ
が
決
ま
っ
た
。
保
守
派
の
一
部
は
同
性

婚
に
反
対
と
い
う
よ
り
も
、
州
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
立

場
だ
っ
た
。

伝
統
的
に
は
「
超
党
派
」
判
決

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
過
去
の
重
要
な
判
決
は
、
お
お
む
ね
党
派
を

超
え
、
政
治
的
な
観
点
よ
り
も
社
会
的
な
観
点
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
む
し
ろ
党
派
性
が
色
濃
く
出

る
判
決
が
相
次
い
で
い
る
。
代
表
的
な
の
は
、
過
去
の
中
絶
容
認
の

判
決
を
自
ら
覆
し
た
2
0
2
2
年
の
例
だ
。
保
守
派
6
人
全
員
が
判

決
を
支
持
し
、
リ
ベ
ラ
ル
派
3
人
全
員
が
判
決
に
反
対
す
る
と
い
う

党
派
性
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
結
果
だ
っ
た
。

　

問
わ
れ
た
の
は
、
妊
娠
15
週
以
降
の
中
絶
を
禁
止
す
る
ミ
シ
シ
ッ

ピ
ー
州
法
だ
っ
た
。
原
告
の
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
「
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ

ド
」
判
決
な
ど
に
照
ら
し
て
違
憲
だ
と
主
張
し
た
が
、最
高
裁
は
「
違

憲
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
。
判
決
で
は
、「
憲
法
が
中
絶
す
る
権

利
を
付
与
し
な
い
と
考
え
る
」
と
し
、「
中
絶
規
制
す
る
権
限
は
国

民
と
、
国
民
が
選
ん
だ
代
表
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘

し
、
中
絶
問
題
へ
の
対
応
は
各
州
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
結
論
付

け
た
。

　

過
去
の
判
決
を
覆
し
た
異
例
の
事
態
に
、
全
米
で
賛
否
が
巻
き
起

こ
っ
た
。
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
6
月
で
、
中
間
選
挙
ま
で
4
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カ
月
余
と
迫
っ
て
い
た
。
中
間
選
挙
は
通
常
、
現
政
権
に
対
す
る
審

判
の
意
味
合
い
が
あ
り
、
与
党
が
苦
戦
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
民
主

党
の
バ
イ
デ
ン
政
権
も
当
初
は
敗
北
必
至
の
情
勢
と
み
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
の
判
決
を
契
機
に
民
主
党
だ
け
で
な
く
共
和
党
内
に
も
女
性

を
中
心
に
「
中
絶
支
持
」
を
訴
え
る
候
補
へ
の
支
持
が
集
ま
り
、
上

院
で
は
多
数
派
を
維
持
し
、
少
数
派
に
転
じ
た
下
院
で
も
議
席
減
を

最
小
限
に
と
ど
め
た
。

「
出
生
地
主
義
」
判
断
焦
点
に

　

ロ
イ
タ
ー
通
信
が
6
月
15
日
に
発
表
し
た
連
邦
最
高
裁
の
政
治
的

な
中
立
性
に
関
す
る
世
論
調
査
で
は
、「
中
立
で
は
な
い
」
と
の
回

答
が
58
％
と
過
半
数
を
占
め
、「
中
立
だ
」
と
回
答
し
た
20
％
を
大

き
く
上
回
っ
た
。
保
守
派
6
人
、
リ
ベ
ラ
ル
派
3
人
と
い
う
判
事
構

成
を
踏
ま
え
て
か
、
民
主
党
支
持
層
で
「
中
立
で
は
な
い
」
と
す
る

回
答
が
74
％
を
占
め
た
。
た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は
、
共
和
党
支
持

層
で
も
「
中
立
だ
」
と
す
る
回
答
は
29
％
に
と
ど
ま
り
、「
中
立
で

は
な
い
」
と
の
回
答
が
54
％
と
過
半
数
を
占
め
た
こ
と
だ
。
与
野
党

と
も
に
懐
疑
的
と
い
う
わ
け
だ
。

　

世
論
調
査
発
表
後
の
6
月
18
日
に
は
、
心
と
体
の
性
が
異
な
る
未

成
年
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
性
適
合
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
禁

止
し
た
テ
ネ
シ
ー
州
の
州
法
を
「
合
憲
」
と
す
る
判
決
を
言
い
渡
し

た
。
保
守
派
6
人
全
員
が
賛
成
、リ
ベ
ラ
ル
派
3
人
全
員
が
反
対
し
、

党
派
が
く
っ
き
り
と
分
か
れ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
就
任
後
、
人
の
性

別
を
「
男
と
女
」
に
限
定
す
る
政
策
の
実
施
を
表
明
し
て
お
り
、
こ

れ
に
沿
っ
た
か
た
ち
だ
。
今
後
、
保
守
的
な
州
で
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
権
利
を
制
限
す
る
動
き
が
加
速
す
る
だ
ろ
う
。

　

今
後
、
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
予
定
の
訴
訟
で
最
も
注
目
さ
れ
る

の
は
、米
国
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
自
動
的
に
米
国
籍
を
与
え
る「
出

生
地
主
義
」
の
修
正
を
命
じ
た
ト
ラ
ン
プ
氏
の
大
統
領
令
を
巡
る
裁

判
だ
。
全
米
22
州
が
違
憲
と
訴
え
て
い
る
。
ロ
イ
タ
ー
の
調
査
で
は
、

出
生
地
主
義
の
廃
止
に
反
対
と
の
回
答
が
52
％
、
賛
成
す
る
と
の
回

答
が
24
％
。
た
だ
、
民
主
党
支
持
層
の
8
割
強
が
反
対
、
共
和
党
支

持
層
の
5
割
強
が
賛
成
と
、
こ
こ
で
も
党
派
性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
お
り
、
判
決
に
よ
っ
て
は
ト
ラ
ン
プ
氏
の
移
民
政
策
に
大
き
な
影

響
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
。


